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政策評価の活用及び根拠法令 

〔政策評価の活用〕 

 政府は、政策評価の結果の取扱いについては、評価を行った行政機関が自らの政 

策に適切に反映させるほか、予算の作成や税制等に当たりその適切な活用を図るよ

うに努めなければならないものとされている（政策評価法３条及び４条） 

〔財務省における政策評価の活用〕 

(1) 財務省においても、予算編成等の過程において、各府省の政策評価の結果の

適切な活用を図るように努めることとされている（財務省 政策評価に関する

基本計画第 8章第 2節） 

(2) 財務省は、各府省が行う政策評価を、具体的に次の分野で活用

・ 予算編成過程において、概算要求時に評価書等を添付、活用

・ 財政投融資計画において、財投要求時に評価書等を添付、活用

・ 税制改正において、改正要望時に評価結果を記載、検討で活用

租税特別措置については、総務省のガイドラインで定められている様式の

評価書を添付 

<参考> 主税局における政策評価の取組（賃上げ促進税制の検証について） 

・ 関税改正において、改正要望時に評価結果を記載、検討で活用

(3) 財務省政策評価懇談会（３月）で、上記のそれぞれの主な活用状況を紹介

また、予算編成におけるＰＤＣＡサイクルの取組みは、予算案の国会提出時

に財務省ウェブサイトに掲載 
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